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１．開 会 

 

２．議 題 

① 実施要項（案）の審議 

  ○ 中小企業大学校における企業向け研修に係る業務及び施設の運営等業務

（（独）中小企業基盤整備機構） 

  ○ 登記簿等の公開に関する事務（法務省） 

 

② その他 

 

３．閉 会 

 

 

 

＜出席者＞ 

（委 員） 

 樫谷主査、渡邉副主査、逢見副主査、稲生専門委員 

 

（（独）中小企業基盤整備機構） 

  経営基盤支援部 仁賀部長 

  総務部総務課 堺井課長代理 

  経営基盤支援部人材支援調整課 佐藤課長代理 

 

（法務省 民事局） 

  團藤総務課長、松井局付、多田民事監査官、堀総務課補佐官 

服部総務課企画第二係長  

  

（事務局） 

 櫻井参事官、熊埜御堂参事官、森山参事官、徳山企画官 
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（独立行政法人中小企業基盤整備機構関係者・傍聴者入室） 

 

○樫谷主査  それでは、ただいまから「第 38 回入札監理小委員会」を開催いたします。 

 本日は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の「中小企業大学校における企業向け研修に

係る業務及び施設の運営等業務」及び法務省の「登記簿等の公開に関する事務」の２件の実

施要項（案）について審議を行います。 

 初めに、中小企業大学校関係の実施要項（案）の審議を行います。本日は、中小企業基盤

整備機構経営基盤支援部の仁賀部長に御出席いただいておりますので、本事業の概要やモデ

ル事業の実施状況、実施要項（案）の内容等について御説明いただきたいと思います。15

分ぐらいで御説明いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○仁賀部長  まず、中小機構の話でございます。お手元にいろいろ資料が配られていると思

いますが、中小機構自体は、平成 16 年の７月に中小企業総合事業団、地域振興整備公団、

産業基盤整備基金の三法人が一緒になりまして、１つの独立行政法人になっております。 

 我々の目的は、中小企業者が事業をしやすくなるように基盤を整備するということでござ

いまして、そのために、パンフレットを開いていただきますと「挑戦をサポート！創業・新

事業展開の促進」「進化をサポート！経営基盤の強化」「安心をサポート！経営環境変化へ

の対応」「発展をサポート！産業用地の提供」と、こういうように極めて広範な事業を行っ

ているところでございます。 

 その中で、今回対象となっております人材育成の話につきましては、経営基盤支援部の方

で担当しておりまして、経営基盤の強化の中で人材支援というようなことで事業を実施して

おるところでございます。 

 特に人材支援につきましては、中小企業総合事業団の前身であります中小企業指導センタ

ーというものがありまして、昭和 38 年に中小企業基本法ができたころから、我々の事業の

中心事業として事業を行っております。今でも人材育成の部分は中小企業にとって非常に重

要な部分でございまして、その分野の事業は引き続いて一生懸命やっているところでござい

ます。 

 この研修事業でございますが、全国９つの大学校が実施しております。こちらを閉じてい

ただきますと、日本地図がございまして、全国９か所に大学校がございます。北は旭川から

仙台、三条、東京、瀬戸、関西、広島、直方、人吉と、９つの大学校を持っております。一

番古いのが東京校で、1965 年にできているのですが、新しいのが人吉校で、1995 年につく

っております。こういう形で事業を行っておるところでございます。 

 我々の研修事業でございますが、中小企業の支援担当者、例えば、都道府県の職員とか、

商工会議所あるいは商工会の職員、信用保証協会の職員、こういう人たちに教える、中小企

業支援担当者に対するものが１つ。 

 それと、直接中小企業者に教える。これは都道府県もいろいろやっておりますが、それに

できないような高度なことを教えるということで、中小企業者及びその従業員に対する研修

というものを実施しておるところでございます。 

 今般、対象となっております大学校における中小企業者向けの研修でございますが、全国

で年間約 9,000 人を対象に、回数で 300 回程度の授業を実施しておるところでございます。 

 研修内容といたしましては、中小企業の経営者などに経営戦略の策定、あるいは生産現場
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の改善などの経営課題、あるいは中小企業政策上重要な企業経営上の課題に関して、現実的

な課題解決を促進するという研修を行っているところでございます。 

 研修期間としては、１泊２日のもの、３泊４日から４泊５日、もっと長いもので言うと、

東京校だけでございますが、後継者育成ということで 10 か月程度やる、こういうものも含

めて、泊まりがけの研修を中心に研修を行っているところでございます。 

 続きまして、我々は法律に基づく市場化テストの実施に向けましてモデル事業をやってお

りまして、モデル事業について御説明させていただこうと思います。お手元に資料１－１「中

小企業大学校旭川校における市場化テスト（モデル事業）実施概要」という資料が１枚付い

ております。 

 この事業は、規制改革･民間開放推進会議の答申をふまえ、かつ、我々といたしましても、

中小企業者に対する研修という業務を効率的・効果的に行う、更に民間委託の在り方につい

て課題を抽出する、あるいは知見を蓄積することを目的に実施したものでございます。18

年の 10 月、下期から実際に事業を行っておりますが、実施に当たりましては、機構内に外

部委員から成ります市場化テスト評価委員会というものを設置しまして、実施要項を策定し

て落札者を選定する、あるいは実施結果評価をする、こういう行動を今まで行ってまいりま

した。 

 具体的には、18 年の５月から実施要項（案）の審議を始めまして、６月に入札公告をして、

８月に落札する、10 月１日から実施というスケジュールでございました。 

 入札におきましてはは、２つのグループから応札がございまして、資料にありますように、

ＬＥＣ・Ｏ－ＥＮＣＥグループ、代表法人が株式会社東京リーガルマインド、構成員として

株式会社オーエンス、この２社が組んだグループが落札したわけでございます。 

 答申から実施まで、そんなに時間が取れませんでしたので、18 年度下期の事業につきまし

ては、我々が計画していた研修事業をそのまま彼らに引き継いでいただいたということで事

業を進めております。 

 実施要項では、研修の量とか質とかを確保するために、ここにあります９つの項目の要求

水準を設定いたしました。要求水準といいますのは、我々が事業者に対して、ここまではや

ってほしいという数値でございます。 

 その次に計画値というものが出ていますが、この計画値は、応札のときに、入札参加者が

自分はもっとできると言って企画提案してきた数字でございます。 

 実績値というのが、18 年度下期、あるいは 19 年度において実際に事業者が実現した数値

でございます。 

 達成状況を見ていただきますと、18 年度より 19 年度の方が成績はよくなっております。

特に 19 年度におきましては、要求水準値に対しては、すべての項目で 100％以上の数字が出

ておるということで、無事、予定どおりの、我々が期待していた水準の事業が行われている

ではないかと思っています。 

 更に、計画値につきましても、19 年度ですが、９つのうち７つの項目について合格で、研

修人日数と開校日率について 90 何％という数字でございました。 

 ということで、おおむねよかったのではないかなと思っているところでございます。特に

18 年度から 19 年度にかけても成績がよくなっておりまして、この背景といたしましては、

昨年の８月に中間評価ということで実績評価をやりました。それまでの実施状況で懸念すべ
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き事項について注意喚起をして、業務の方法の改善を要求したり、モニタリングを強化した

り、あるいは機構の職員によって助言を行う等の機会を増やしたということを行ってまいり

ました。 

 また、研修業務自体が民間の創意工夫の余地があるということで、あるいは地域ニーズの

把握が時間とともにわかってくるということで、次第に成績がよくなったのではないかと思

っております。ある程度、習熟期間が長い方が、民間事業者自体はしやすいのではないかな

という感じを得たところでございます。 

 今後の課題といたしましては、今回、新たに法律に基づきまして市場化するのですが、実

施期間を５年間と予定しておりまして、そうすると、これらのモデル事業の経験から、次の

点がポイントになるのではないかと思っております。 

 「３．モデル事業の経験と今後の方向性」に書いておりますように「事業受託者による地

域ニーズを反映した研修企画の在り方」ということでございます。年度ごとに新たな政策を

どう研修企画にするか、あるいは地域ニーズや中小企業に必要な指針をいかにして収集し提

供するかという話が課題になるかと思います。 

 ２つ目が「事業受託者選定の際の評価の在り方」でございますが、極端な低価格応札によ

って節減されたものが有利な評価になってしまうというような形では、質の維持が図れない

と思っております。この辺りをちょっと工夫したいというところでございます。 

 ３つ目が「施設運営に係る物価変動への対応」でございまして、具体的に、旭川校のモデ

ル事業をやっている最中に重油の値段が高騰しまして、事業者の方から、このままいくと赤

字になるかもしれないという話があったのでございます。今後の話としては、そのような予

測できない変化があった場合は、それに対応するような仕組みを盛り込んでおく必要がある

のではないかということでございます。 

 続きまして、入札の要項につきまして説明させていただこうと思います。非常に分厚い要

項なので、当方で今回のモデル事業を踏まえて、ポイントとなる点を資料Ａ－②ということ

でお配りさせていただいていると思います。これに基づきまして、入札実施要項のポイント

を説明させていただこうと思います。時間も限られていますので、この形でさせていただき

たいと思います。 

 １つ目でございますが「研修業務等の詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき研

修業務等の質に関する事項について」ということで、これは実施要項の２．（５）に書いて

ございます「要求水準の設定」です。機構は、実施しましたモデル事業の経験を踏まえて、

事業年度の達成目標としての要求水準を下記のように設定すると書いてございます。 

 まずは、指標となる項目は９つ、これは全く同じものを採用しようと思っています。この

数値自体は、我々が各校で研修計画を組むときに自らの目標として設定する数値でございま

す。我々の持っている数字の一番新しいものを設定しております。これが旭川校、受講者数

830 名、直方校 850 名、この数字でございます。 

 大学校では、このような形で運営しているので、それと同様の数値が、データを取るのも

問題ないし、更に定量的指標なので客観性も高いというふうに考えて、この数字がいいかと

思っているところでございます。 

 次のページに行かせていただきますが「契約の方式」でございます。これは実施要項の２．

（７）①②でございます。契約の方式につきましては、１つの大学校に係る研修業務等を１
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契約とした請負契約とするということでございます。今回、２校市場化するのでございます

が、それぞれ別々の契約にしたいと思っております。 

 委託費につきましては、研修委託費（受講者１人日当たりの研修委託費単価に指定研修の

研修人日数を乗じて得た金額）と施設維持管理・運営業務費ということです。すなわち、研

修の実施費と大学校の建物の維持管理費でございます。 

 機構は、支払うことができる研修委託費の上限額を設定する。上限額を超えて指定研修を

実施することができますけれども、この場合は、研修委託費は受講料相当額を当該研修に係

る研修委託費とするということでございます。 

 下の方に折れ線グラフが書いてございますが、研修者数１人日当たり、今の旭川校では大

体２万円払うことになっています。受講料収入として収入するのが大体１万円。したがって、

１人日実績があれば２万円払って、1,000 人日実績があれば 2,000 万円払うという話になっ

ておるところでございます。 

 我々も予算があるので、上限額を決めていまして、そこまでやってくれれば当初の目的は

達成できるだろうということにしておりますが、それよりやる場合については、受講料と同

じ額の委託費を払うという形にしたいと思っているところでございます。すなわち、先ほど

言った２万円と１万円で言いますと、上限額までは１回１人日２万円で、それ以上になると

１万円払っていくと、こういう形になります。研修の受講料につきましては、民間事業者が

自分で決定できるという形になっております。 

 次に「減額措置」でございます。これはディスインセンティブの話でございますが、要求

水準が未達成の場合につきましては、機構としても、その数字に対して、80％以下の場合は

５％の減額措置を講ずるということを書いてございます。これは減額が主目的というよりも、

業務運営上の緊張感を期待したいなということでございます。この項目もモデル事業で同様

に入れたものでございます。 

 続きまして、３ページでございますが「研修内容の質の確保」でございまして、民間事業

者が実施する研修につきましては、我々は独法で中期計画を持っております。また、毎年度、

年度計画を持っていますので、それの達成に寄与するものとするという書き方をしてござい

ます。そのため、機構の中期計画や年度計画に直接関連しないものや、一定の関連性があっ

ても、趣味とか技芸教授、生活等との関連性が強いものということで、余り中小企業の経営

に関係しないようなものは対象とはしない。 

 民間事業者は、研修事業計画実施方針案及び研修計画案に研修内容を記載して、あらかじ

め機構の承認を受けるというような形にしたいと思っております。 

 我々は研修を行ってもらおうということになるわけでございますけれども、質の確保とい

うのは非常に重要だと思っておりまして、その質を確保するために、彼らがカリキュラム、

研修計画案をつくったときに、その研修計画案について、我々の中期計画、あるいは年度計

画に合ったものであるかを承認という形で、年度ごとに彼らと協力しながら事業内容を確認

して質の確保を図りたいと思っております。 

 次に、実施要項２．（８）でございますが「収入主体」です。収益事業について、機構が

直接収入の主体となるものは指定研修に係る受講料とし、民間事業が直接収入の主体となる

ものは、自主研修に係る受講料、寮費等の施設利用料及び機構と民間事業者が事前に合意し

た物品の譲渡や役務の提供などに係る対価とするということでございます。 
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 我々が指定研修としたものについての受講料は我々が一旦受け取る、それで研修委託費と

して民間事業者に配付することを考えております。それら以外の自主研修、あるいは施設の

寮費などにつきましては、直接受講者と民間事業者の間でお金のやりとりが発生するという

ことを考えております。 

 指定研修につきましては、我々は委託費を払うことになりますので、一旦我々が受け取る

というような形を取りたいと考えております。これもモデル事業でこういう形でして、特段

問題がなかったと考えております。 

 次に、４ページの実施要項３の「評価委員会の設置」で、この研修業務等の実施を公正か

つ適正に行うために「官民競争入札等評価委員会」を機構の中に既に設置しております。実

施要項案の作成、あるいは落札者決定、評価などについて意見を求めることにしておりまし

て、今回、ここに提出させていただきます実施要項についての御意見を聞いております。１

週間前にやったわけでございますが、それを踏まえて今回、提出させていただいたところで

ございます。 

 続いて、実施要項４の「実施期間に関する事項」でございますが、契約の実施期間は５年

間で、契約締結日から平成 26 年３月 31 日までということです。研修自体は来年の４月から

始まりますが、その準備のために恐らく３～４か月かかると考えておりまして、それをふま

えて契約を締結しようと思っております。契約を締結した後に、21 年度の企画及び募集の準

備を開始してもらって、対象事業の開始の日から研修を進めていただきたいと思います。 

 「４．落札者を決定するための評価の基準その他落札者の決定に関する事項」でございま

すが、これは総合評価ということを考えております。質と価格ということでございます。質

については 200 点、価格については 100 点という２対１でやりたいと思っています。また、

価格につきましては、研修の委託費の単価と施設の方の単価の割合を９対１にしたいと思っ

ております。我々は施設の維持管理より研修の中身の方が重要だと思っておりまして、その

中身の方のウェイトを高くしたいということで、そういうようにしております。 

 「５．研修業務等の評価に関する事項」でございますが、業務全般にわたる評価につきま

しては、内閣総理大臣が行う評価の時期を踏まえまして、研修の実施につきましては、平成

24 事業年度、４年間終わったところで調査を行うということを考えております。 

 また、事業年度ごとの評価ということで、事業年度ごとに調査を実施して評価をする。そ

の際に、民間事業者が実施する研修と他の大学校における研修業務等の比較を行うというこ

とを考えております。 

 その評価に基づいて、要求水準に満たない場合は、民間事業者の業務方法について改善を

要求することができるということでございまして、こういうような内容で実施要項（案）を

つくってきたところでございます。 

 以上でございます。 

○樫谷主査  ありがとうございました。 

 今までの御説明について、何か御意見、御質問がございましたら、ご発言をお願いいたし

ます。 

○稲生専門委員  まず、資料Ａ－②の実施要項素案のポイントのところで、１ページ目に旭

川校と直方校の要求水準の設定がございまして、研修日数に若干違いがございまます。受講

者数は余り変わらないんですが、延べ数が違ったりするので、これは何か地域特性みたいな
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ものを反映して、例えば、産業構造が違うとか、そういうことなのかどうかということ。 

 それと、地域ニーズ反映研修実施件数が４回、２回ですか、ここら辺の違いをお話しいた

だければと思います。 

○仁賀部長  これは、それぞれのエリアごとに、どのぐらいのお客さんがあるかという話で

ございます。我々、20 年以上事業を進めてきた実績結果として、この程度が適当であろうと

思っているところでございます。 

 また、人日数が多いのは、泊まり込みの長いものが日数が多くなりまして、直方の方は長

めの研修が多いということでございます。 

 地域ニーズ反映研修についても同様でございまして、今まで我々はこういう目標でやって

いたところ、おおむね順調に進んでいるところなので、同様の目標を設定したらいいかと思

っております。 

○稲生専門委員  ありがとうございました。 

 あと、もう一つありまして、３ページの「研修内容の質の確保」というところがございま

す。基本的には、あらかじめ機構さんの承認を受けることになってございまして、特に中小

企業さんに関するものですと、期中に経済情勢が変わって、もしかすると研修ニーズも変わ

ってくるかもしれないという状況が発生したときに、どういう対応が考えられるのか、そこ

ら辺、お聞きしたいと思います。つまり、あらかじめの承認だと、ちょっと硬直的かなとい

う感じがしたものですから、見直しみたいなものが柔軟に行えるような実施要項（案）にな

るのかどうなのかという点についてはいかがでございますか。 

○仁賀部長  我々が自分で研修をやっている場合と同様に変えられるとは思いますけれど

も、野放図に変えると事業者の方にも影響を与えると思っていまして、基本的には年度が始

まる前に研修計画を組んでもらって、それでやっていただこうかと思っているところでござ

います。 

○稲生専門委員  むしろ事業者さんの方で、経済情勢が変わったので、こういうような提案

はどうでしょうかという形で出してきて、例えば、インセンティブを払うとか払わないとか、

何かそういうような仕組みは難しいのかなということです。 

○仁賀部長  そこは実際に書き込んでおりまして、要項 20 ページの⑭の「事業実施企画書

の変更」に、民間事業が新たに質を向上させるため、だから、向こうの方の要望で、もっと

いい案がありますよという話なら、我々は承認して、新しいテーマでやっていただくという

ことも十分可能になっております。 

○稲生専門委員  わかりました。ありがとうございました。 

○樫谷主査  どうぞ、逢見さん。 

○逢見副主査  研修には指定研修と自主研修があるということなんですが、ここで要求水準、

例えば、32 回とか言っている場合はすべて指定研修ですか。 

○仁賀部長  指定研修です。 

○逢見副主査  自主研修をやる場合は、これに加算というか、やったものとしてみなされる

のですか。 

○仁賀部長  やったものとしてはみなさないです。だから、自主研修は自主的に自分で研修

費用を決めてやっていただきたい。 

○逢見副主査  要求水準の枠の外ですか。 
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○仁賀部長  枠の外です。６ページの⑦に「自主研修は、指定研修に係る業務の遂行に支障

のない範囲で実施することができる」ということで、いわば附帯的な業務というふうに理解

しておりまして、「研修業務等に係るサービス全般の質の向上、民間事業者の収益性の向上

などを目的に行うものである」とあります。だから、我々は基本的に、指定研修の部分をこ

の大学を使ってやってほしい。空いたところは、大学校の施設を有効利用するために、ほか

のことをやるということについても認めるという意味での自主研修でございます。 

○逢見副主査  ただ、そうすると、実施要項の１ページの「（２）研修業務等に係る委託業

務」の内容としてイとロがあるということは、ロの自主研修も機構が委託するという枠組み

になるんではないですか。 

○仁賀部長  委託は委託になります。 

○逢見副主査  委託は委託だけれども、要求水準とは関係ないということですか。 

○仁賀部長  関係ない。だから、場所を貸しているので、そこの部分をどういうふうに整理

するかという話だと思います。その場で事業を実施していただいて結構でございますと、こ

ういう意味での委託です。 

○樫谷主査  どうぞ。 

○渡邉副主査  私も、どういうふうな構成にされるのかなというところで、今のお話だと、

単に施設を使っていいというお話のように聞こえる。これは何を委託するのかというと、業

務委託ですから、施設を使っていいだけだとすると、業務を委託していることにはならない

んではないかと思うんです。 

 他方、施設を使って自主研修をやっているときに、万が一、施設が毀損された場合とか、

例えば、参加者がつまずいて転んでけがをしたというときの責任の所在が、自主研修につい

て言うと、あいまいになりそうな気がして、そこはもう少し整理して、一体何を頼むのか、

あるいは頼まないけれども、施設を利用していいというのか、混乱しないようにしておかな

ければいけないのではないかなというふうに思った次第です。 

 もう整理されているんであれば、そこを教えていただきたいですし、整理されていないと

すると、一体この自主研修の位置づけは何だろうということについて整理が必要なんではな

いかと思うんです。 

○樫谷主査  要するに、今の話で、機構として、自主研修をやるとしての中期目標とか、計

画とか、ありますね。自主研修についてはないんですか。やらなくてもやってもいいと、こ

ういうことなんですか。機構として、自主研修を何件やるとか、件数がいいかどうかわかり

ませんけれども、そういうのはないんですか。達成するとか、しないとかという話にはなら

ないんですか。 

○仁賀部長  ない。我々は、指定研修の部分について、こんなことをやらなければいけない

と要求水準を定めておりまして、そこの部分をやってもらいたい。ほかにまた新たな研修を、

別の思いで、我々の計画とは関係ないところでやっていただくというのは構わないと思って

います。モデル事業のときもなかったんですよね。 

○佐藤課長代理  中小機構の佐藤と申します。自主研修の位置づけですけれども、この実施

要項に書かせていただいているとおり、附帯的な事業で、空いている教室を有効利用するた

めに直接利用者からお金をいただいて実施することができるもの。その際にはすべて中小機

構の名前で実施する。ですから、中小機構の名前で募集して、中小機構の研修室を使って、
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中小機構の名前のコースを受けていただくという位置づけにしておりますので、まさに我々

の事業の１つです。参照条文にも書いていますけれども、例えば、中小企業だけではなくて、

大企業の方向けの研修も我々はできることになっていまして、それはそのまま受託者の方に

も踏襲していただく意味で置かせていただくということです。 

○樫谷主査  特に目標とかはないということですね。計画はしていなくて、その都度、やり

たいと言えばやらせてあげるとか、やってあげるという話ですか。オーダーメイド研修と自

主研修とは違うんですね。 

○佐藤課長代理  同じ位置づけです。 

○樫谷主査  オーダーメイドというのは、受ける会社が、こういうものをやってもらいたい

という話ですね。 

○仁賀部長  そうです。ある企業が、自分のところは、こういう研修をやってくださいと言

う。 

○樫谷主査  研修をやってもらいたい、委託しますということですね。そうではなくて、受

けた会社なり機構が、通常の研修以外に企画をして、自主としてやるということはないんで

すね。 

○仁賀部長  受けた会社がそういうのをやっていただいても構わないです。 

○樫谷主査  今までは、この研修か、オーダーメイド研修かのどちらかだったというふうに

考えてよろしいわけですね。 

○仁賀部長  そうですね。我々は、向こうからリクエストがあれば、それに応じた形でサー

ビスを提供していたということです。 

○櫻井参事官  自主研修も委託の中に入っているということは、契約主体は機構さんになる

わけですね。そういう理解でよろしいんですか。 

○仁賀部長  はい。 

○櫻井参事官  そうすると、とにかく責任は取らなければいけないということになるわけで

すね。 

○仁賀部長  はい。 

○樫谷主査  どうぞ。 

○渡邉副主査  そうだとすると、何で要求水準は指定研修に限られるんですか。例えば、施

設が遊休していたら、それをどんどん使って、有効に活用して、いいプログラムをやっても

らうというのも、特にそれが委託という形でやってもらうんであれば、当然期待してしかる

べきところかなと思うんです。そうすると、要求水準が、何で逆に指定業務に限るのか、よ

くわからないんです。 

○仁賀部長  一応、開校日率という形で要求水準値をセットしていまして、なるべく施設を

たくさん使って事業を行ってほしいというような思いはここには書いてあります。 

○樫谷主査  そこにはカウントされますか。 

○仁賀部長  はい。 

○樫谷主査  開校日率には自主研修もカウントされる、こういうことですか。受講料収入に

は入ってこない。 

○仁賀部長  入ってこないです。 

○堺井課長  そこは、結局、ゼロになる可能性があるんです。ですから、目標を設定して、
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それをクリアするというのには含めない。ただし、開校日率だけは、施設の稼働を高めると

いう意味でカウントしましょうということの整理です。ゼロになる可能性があることは目標

設定できません。 

○渡邉副主査  ゼロになる可能性があるかどうかで指定研修と自主研修が分かれるという

ことですか。 

○堺井課長  依頼を受けて行う研修がオーダーメイド研修という形になりますので、依頼が

来なければ、結局、ゼロになりますので、目標設定はあらかじめはできない。 

○渡邉副主査  普通の民間企業であれば、そういう需要を掘り起こすことも業務の中に含め

て考えると思うんです。別に絶対要求水準にしろと申し上げているわけではないんですけれ

ども、指定研修だけをやってくれれば、あとはいいよ、でも、責任は全部機構が、要するに、

自分の名前を使ってやらせるということは、責任を取る立場にあり、本当に民間の力を使お

うと思えば、もう少しやらせるという話なのかなと思います。 

○堺井課長  指定研修も回数を決めているわけではなくて、事業者の判断で要求水準以上に

研修回数を増やすことはできます。ですから、我々が最初に合意した内容の研修を、もっと

ニーズがあるので、たくさんしようということについては、指定研修という形で民間の方が

回数を増やすことはできるわけです。ですから、その辺り、創意工夫の余地が多分にあって、

単に指定研修は回数を限定しているというわけではないので、それこそ受講者を集めるため

に、あるいは時期などの工夫により、地域性の工夫により回数を増やして研修をしていただ

くことができるわけです。 

○樫谷主査  研修回数の 32 回とか 42 回とか 60 回とか、どのことを言っているんですか。 

○仁賀部長  これで言いますと、ここで番号を打っています。最初に、「管理会計と経営意

思決定」とか、これが１つです。 

○樫谷主査  これが１つですか。これを全部やれば 32 回になるということですか。年に１

回はできる。 

○仁賀部長  いろんなものがあって、例えば、２日間の研修とか、９日間の研修とかござい

ます。これが１つのパッケージです。 

○樫谷主査  これが１つのパッケージですね。 

○仁賀部長  そうです。この場合は、旭川ですので、32 個並んでいると思います。 

○樫谷主査  １つの項目を 32 回、最低やる。 

○仁賀部長  ではなくて、これが全部で 32 になるということです。 

○逢見副主査  32 以上あります。 

○仁賀部長  これは 2008 年、今のものでございますけれども、彼らはたくさん組んできた

ということでございます。 

○樫谷主査  これの科目を 32。 

○仁賀部長  科目というか、講座タイトルです。 

○逢見副主査  32。実際にはそれ以上やることがある。 

○仁賀部長  ＬＥＣ・Ｏ－ＥＮＣＥグループは 2008 年になって、こんなにたくさんやりた

いと言ってきています。 

○樫谷主査  そうすると、日数として何日ぐらいなんですか。30 日×２日間とか３日間、9

0 日ですか。 
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○仁賀部長  ９日間の研修がございますけれども、173 日になっています。19 年度が 173 日

使っています。そのぐらいのオーダーで使っています。 

○樫谷主査  開校日率 66 というのは、365 日ではなくて。 

○仁賀部長  ワーキングデー。 

○樫谷主査  ワーキングデー。土日はないんですか。 

○仁賀部長  土日はここの母数には入っていないです。やった場合にはカウントすることに

なります。 

○樫谷主査  分母には入らない、分子には入るということですね。 

○堺井課長  土日は両方入ります。もし土日やられたら、両方入るわけです。ですから、土

日も含んで。 

○樫谷主査  両方入るから、計算では上がるわけですね。 

○堺井課長  やらない土日は勿論入らないです。 

○樫谷主査  結構のんびりしているんですね。驚きました。 

○渡邉副主査  先ほどの指定研修と自主研修の区別なんですが、形式的に言うと、ここに書

いておられるように「研修コースごとの総研修時間を６時間以上のものとし」云々という、

形式的定義のところは書いてあるとおりだと思うんですけれども、内容的に、要するに、指

定研修というのは、これだけは中小企業の方の教育のために絶対にやってもらわなければい

けない内容のものを最低限やってほしいという発想ですか。 

○仁賀部長  はい、そういう考え方です。我々自身、国の方からお金をもらってこういう事

業をやっているわけでございまして、各地でやらなければいけない研修というものを理解し

ていまして、その内容については指定研修という形で、最終的には委託費という形でお金を

渡すのですが、その事業については、こういうものだというのは、それぞれ思いを持ってい

まして、そこに当てはまるものは指定研修にする。そこの部分は是非やってもらいたいとい

うことでございます。 

○渡邉副主査  すごく余裕がありそうな感じがするものですから、別にそんなにむちを振っ

て働けという趣旨ではないんですけれども、そういう部分をいかに有効活用するかという観

点というのは市場化に含まれるのかなと思っていたんですけれども、最低限だけやってくれ

ればいいよという感じがちょっとしていて、そこが先ほどから、えっ、本当にいいんですか

という感じがしているんですね。 

○稲生専門委員  もう一点ありまして、さっきもちょっと議論があったんですが、この資料

Ａ－②のポイントの２ページのところで、例のディスインセンティブの話でございまして、

要は、資料１－１の実績レベルで見ていると、要求水準を上回っているという話もありまし

て、一方、更に高い計画値をこのＬＥＣ・Ｏ－ＥＮＣＥグループが出してきていて、しかも

割と達成しているわけです。そういう意味で、要求水準を更に８掛けをしまして、それでよ

うやくディスインセンティブが働くというのが、何となくぬるい。要するに、それを上回る

計画も彼らは一生懸命出していて、しかも達成できるのであれば、あえて８割という低い水

準、よっぽど低い水準にならないとディスインセンティブが働かないということにしなくて

もいいような気がするんです。その点、どうして８掛けにして、そこから初めてディスイン

センティブが効くような仕組みをおつくりになったのかなということなんですけれども、い

かがでしょうか。つまり、要求水準を下回れば、ディスインセンティブ５％掛けてもいいよ
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うな感じもしたんです。 

○仁賀部長  研修の場合、質の話も重要だと思っていまして、数をこなしてという話もある

のはあるんですけれども、それ以外に、当然質も確保してもらわなければいけないと思って

います。 

○稲生専門委員  であれば、受講者の役立ち度が非常に大事でありまして、それが少しでも

下回ったら、逆に言えば、すぐマイナスのインセンティブをかけてもいいような気がします。

その代わり、研修回数については、例えば、減額割合を 100 分の３にするとか、２にすると

か、若干緩めてもいいのかなという、差別化があってもいいような気がするんですが、そこ

ら辺はいかがでしょうか。 

○仁賀部長  ここに書いていますように、減額するというよりも、緊張感を持ってほしいと

いうところがあります。 

○稲生専門委員  100 分の 80 ということは、余り緊張感を持たないんではないかというこ

となんです。つまり、要求水準を下回ること自体が、ある意味では、もうちょっと頑張って

ねという状況にもかかわらず、更に 20％下がるまで機構さんはじっと待っているわけですね。 

○仁賀部長  こういう数字であっても、モデル事業としては一応、何とか成果も出ておりま

す。だから、それほど厳しくする必要があるかというのも、考え方だと思います。一応、デ

ィスインセンティブの効果があって、余りひどいと、更に指導してという話もあると思いま

すが、要求水準値自体が我々が目標とする数字でもあるので、この辺りが適切ではないだろ

うかと思っておりますから、達しなかったからすぐだめというのも、ちょっと厳し過ぎるか

なと思っています。 

○稲生専門委員  そうすると、逆に言うと、要求水準とは何だろうというような議論はない

んでしょうか。つまり、要求水準というのは、まさに最低限要求するということ、私は今ま

でそういうふうに考えていたんですけれども、そういう数字ではないんですか。では、何を

要求するんですか。であれば、初めから８掛けした状態を要求水準とするとかいうことでは

いけないんですか。私の感覚がおかしいですか。 

○堺井課長  現状の量、質を落とすわけにいかないので、８掛けを要求水準にはできないと

思っています。我々がやっている質、量を維持する、なおかつ初めてトライされる方が入っ

てくることも想定されるので、ある程度、裕度は提供しないといけない。基本的に我々がお

金をいただいてやっている事業なので、質、量を担保する責任はありますので、余りいい方

が入ってこないような要求水準を設定するのもどうかと思いますし、これでうまく運営して

いただければ、それで構わないと思っているところです。 

 我々が長年やってきたことを、初めてやられる方がそう簡単にできるとは思えない。旭川

校のモデル事業でもそういう感じがいたしました。ただ、慣れてくると、いい形での運営は

できてくるのかなという経験もあります。そういう意味では、これはわかりませんが、次に

市場化テストする際には、要求水準のところのディスインセンティブの数値も見直す余地は

あるかもしれません。ただ、この形で進めていければなというふうには思ってはおります。 

○樫谷主査  どうぞ。 

○稲生専門委員  もう一点だけよろしいでしょうか。やや違う質問なんですが、Ａ－➃とい

う資料の 24 ページで、やや細かいんですが、設備維持管理業務の範囲なんです。単純な質

問でございますが、基本的に設備そのものの修理とか、大修繕を含めて、そこら辺について

11



 

 

は、これは機構さんの方でおやりになるということですか。つまり、これを見ていると、立

会いとか点検とかいうことがありまして、何か異常があって、例えば、この部品は変えない

といけないとか、そういうことが出た場合以降の作業は機構さんの方でやられるのか、そこ

だけ教えていただきたいんです。 

○佐藤課長代理  そこは、入札仕様書の方で細かく書いていくことになると思いますけれど

も、今の段階では、基本的な修繕、施設設備の維持、資本的支出に係るものを含めて、そこ

は機構が行う。ただ、軽微な小修繕については、一定額を決めて、その範囲内で受託者の方

にやっていただくものもある。 

○稲生専門委員  そこはやはりきちっと書かれた方が、確かに大修繕になってくると、建物

の一部を改築するとか、それ自体については機構さんの方でおやりになればいいと思うんで

すけれども、ある程度の修繕業務は、多分、民間さんも、そこら辺のノウハウがあるんでは

ないかと思います。かつ、ＬＥＣさんもビルメンテ専門のオーエンスさんを入れていると思

いますので、何か創意工夫が出てくるかなと思いましたので、仕様書を見る限りでは、やや

それがあいまいに感じるところがありまして、より明確化された方がいいように思います。 

○樫谷主査  どうぞ。 

○渡邉副主査  研修で、準備がどのぐらい必要なのか。質を維持するために、その辺りの感

覚がまだ私はつかめないんですけれども、2008 年度のを拝見すると、９月に行われた研修の

日数だけではないと言いながら、10 日に満たないぐらい。８月はもう少し少ない。それは、

例えば、１日研修をやるために、１日とか２日準備にかかるという、そんなイメージで考え

ればいいんですか。日数ではないとは思いますけれども、その辺りの感覚が正直言ってつか

めないものですから、教えていただけたらと思います。 

○佐藤課長代理  実施要項の別紙５に「従来の実施方法等」というのがございます。ページ

で言うと 37 ページになります。ニーズ調査から始まるのですけれども「カリキュラムの策

定」というのが右上にございまして、そこで時間数とか具体的な講師の名前を決めて、実際、

こういう時限表でやりますと大体６か月から３か月ぐらい前には決めます。そこから募集活

動に入って、真ん中に「教室運営」とありますけれども、そこに至っていくということです

ので、我々の経験ですと、３か月から６か月前から具体的なコースごとの準備が開始される。

今まではこういうふうに運営してきました。 

○渡邉副主査  そこは御説明でわかるような気がするんですけれども、普通、こういうのを

やるときは、カリキュラムの準備とか、講師の手配とか、受講活動というのは並行して走ら

せます。カリキュラムの策定とか準備があるから、指定研修の、例えば、１か月で 10 日間

の研修という、そこが私はよくわかっていないんです。大学でも何でも、カリキュラムを決

めて、受講生の募集と講義と並行して走らせます。それでも大学などはほとんど毎日講義を

やっているものですから、そこのイメージが、これが指定研修で、例えば、９月に 10 日間

以下で、あとの日はやらないというところが、いまひとつピンと来ていないんです。 

○仁賀部長  使っている日数が少ないということですか。 

○渡邉副主査  これを拝見すると、実際に講義が行われている日数以外のところは、この施

設は、さっき伺った自主研修をやる以外は全部空いているという理解でいいんですか。 

○樫谷主査  教室の活用状況とか、そっちの方が大事ですね。１つでも使えば１日になるわ

けでしょう。 
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○仁賀部長  今のところはまだ後ろの方は余り埋まっていないかもしれないですけれども、

徐々に計画が追加されていくという感じになると思います。前半の方は大分入っています。

先ほど言いましたように、半年ぐらいの準備期間で、先生を決めて、教科書を使ってと、こ

ういう話になります。ですから、とりあえず前半の方はこんな感じでございますということ

です。これ以外にも、中小企業者の支援担当者研修というのを我々はやっていまして、それ

はこの中の場所を使ってやることになります。 

○渡邉副主査  イメージとしては、１日１つ、どこかに入っているということですか。 

○仁賀部長  そうですね。これは泊まりがけなので、宿舎の方のキャパも関係ありまして、

たくさん並行して流せるかというと、そういうものでもない訳です。 

○樫谷主査  部屋がフルに動いているというのはないんですか。 

○仁賀部長  ゼミとかをやると、３～４名で部屋を使うということもあり、宿泊付きの研修

ばかりなので、普通の大学のイメージとは大分違うのではないかと思います。 

○逢見副主査  開校日率 66％で、このカレンダーで、色のついているところだけでいくと、

どのくらいになるんですか。５割も行かないような感じがします。 

○仁賀部長  開校日率 66％というのは、３日のうち２日研修をやっている。１週間のうち、

3 日強です。 

○逢見副主査  12 月とか１月とかはほとんどないではないですか。 

○仁賀部長  これは多分、これからです。 

○逢見副主査  これから埋めるんですか。 

○仁賀部長  はい。 

○渡邉副主査  2007 年のを見ると、今、言われたようになっているということですか。 

○仁賀部長  2007 年のを見ると、開校日率は 78.8％なので、５日のうち４日間は使ってい

ましたというふうになっています。 

○堺井課長  研修回数も 60 回ほど実績値としてあるので、後半部分が相当埋まってくると

いうことになります。日にち設定だとか、あるいはターゲットになる中小企業の方に来ても

らえるというところまで持っていくのに相当努力が必要になりますので、開校しても思うよ

うな数が集まらないこともあり得るわけです。民間企業として利益を出すために、こういう

予定で組みたいと思っても、そのときに生徒が集まらないというところのジレンマを何とか

解消していくということも必要になってくる。慣れてくれば、勿論、少ない回数で思うよう

な受講生が集まるだろうということはあります。その辺りのトライアルを旭川校の場合はモ

デル事業でされたということです。 

○樫谷主査  教える講師の先生は全部外の方なんですか。機構の方ではないんですか。 

○仁賀部長  はい。外から来てもらっています。 

○徳山企画官  そろそろ時間です。 

○樫谷主査  済みません。まだいっぱい聞きたいことがあるんで、もう一回審議をやってい

ただけますか。今後のスケジュールはどんな感じですか。 

○徳山企画官  これから、案の公表をしたいと考えています。 

○事務局  できれば１回目の審議を終えた後、案の公表と意見募集をしたいと考えてはいた

んですけれども、必要であれば、もう一回、審議の場を設定したいと思います。 

○樫谷主査  見ていて、納得できないことが山ほどあるので、もう１回、審議の設定を是非
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お願いします。 

○事務局  わかりました。では、来週か再来週辺り、もう一回審議を行うということで調整

させていただきます。 

○樫谷主査  それでは、時間で申し訳ないんですけれども、これで終わりたいと思います。

ありがとうございました。 

 

（独立行政法人中小企業基盤整備機構関係者退室） 

 

（法務省関係者入室） 

 

○樫谷主査  続きまして、法務省の「登記簿等の公開に関する事務」の実施要項（案）の審

議を行いたいと思います。 

 本日は、法務省民事局総務課の團藤課長に御出席いただいておりますので、昨年の審議で

課題とされた事項の検討状況や、それを踏まえて修正した実施要項（案）の内容等について

御説明いただきたいと思います。説明は 10 分ぐらいでお願いします。 

○團藤課長  引き続きよろしくお願い申し上げます。 

 最初に、昨年度の要請事項、あるいは実施状況等を踏まえました実施要項の現時点でのた

たき台的な案につきまして、昨年度との変更点を中心といたしまして、多田民事監査官の方

から御説明申し上げます。 

○多田民事監査官  民事監査官の多田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、実施要項（案）の変更点を中心に、主なところを御説明したいと思います。ま

ず、実施要項の１ページの「２ 委託業務の内容及びその実施に当たり確保されるべき公共

サービスの質」の「（１）委託対象登記所」でございます。今回の入札におきましては 135

庁の庁数を予定しております。法務局の数にいたしまして 35 局ということでお願いをした

いと思っております。以下、変更点につきまして、主なところを御説明したいと思います。 

 ２ページの「（５）契約の形態及び委託費の支払い」というところで、36 月が 60 月にな

っております。昨年は３か年の契約でございましたが、今回は５年を考えておりますので、

60 月となっております。 

 次に「（６）委託費の減額措置等」のところでございます。昨年、①～⑤までございまし

たが、そのうち②と④を削ることにしております。 

 これにつきましては「②業務処理のフローの遵守の度合い」というのは、結局のところ、

過失の程度の一要素として見られるんではないかということで、一本化をしたということで

ございます。 

 それから「④発生した損害の状況」でございますが、これにつきましては、損害自体がい

つ顕在するかがなかなか不明確なところもあって、客観的に把握することが難しいのではな

いかということ、あるいは⑤に書いてあります誤交付した第三者の宥恕とも裏腹の関係にあ

るというふうに考えられますので、これについても一本化をしたという趣旨でございます。 

 続きまして、同じく(６)のなお書きで書いてございます「要求水準を上回る水準を確保で

きる場合には、減額の額を軽減又は免除する措置を講じることができる」につきましては、

昨年度の入札に参加をいたしました業者のアンケート調査等の中で、このような措置を検討
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してほしいというような御要望もございましたので、それに従った形での新たな措置という

ことで加えたものでございます。 

 続きまして、「３ 実施期間」でございます。これにつきましては、21 年から 26 年とさせ

ていただいております。昨年の６月に本委員会において御承認いただきました登記関係業務

に関する措置に関する計画の中で、21 年から 26 年の５か年としていただいておりますので、

それを踏まえたものということでございます。 

 次の変更点でございます。「５ 入札に参加する者の募集」の「（１）入札に係るスケジ

ュール」でございます。これにつきましては、昨年よりも入札公告を若干前倒しにしており

ます。その意図するところは、アンケートの結果等を踏まえますと、なるべく提案書作成期

間を長くしてほしいという意見がございましたことと、あと、当方の実際に導入した経験か

ら申しますと、最後の「キ 引継・準備期間」は重点的にやる必要があると考えております。

そういった考慮から、入札公告を若干前倒しをしているということでございます。 

 それから「とともに、入札対象となる登記所において、現地説明会を開催する」と書いて

おりますが、昨年におきましては、いずれも 22 局でございますが、本局ということで、各

法務局・地方法務局会計課等が入札の説明会をした後、そのまま現場説明会ができたわけで

ございますが、今回、支局、出張所にも拡大をしておりますので、本局だけではなく、そこ

でもやるということを明確にするという意味で、このような表記にしておるところでござい

ます。 

 続きまして「（２）入札実施手続」の中の「ア 入札単位」でございます。入札単位につ

きましては、基本的には昨年と同じような考え方で、各法務局、地方法務局ごとに入札をす

るということで実施要項の案を作成しております。ただし、東京法務局につきましては、こ

こに書いておりますように「港出張所及び世田谷出張所」と「その他の登記所」。その他と

いうのは、あと６か所ございますが、それを２分割をして入札対象としたいと考えておりま

す。 

 この点につきましては、東京法務局におきましては、今回が事件数にしますと約 750 万件

という規模になります。ちなみに昨年度、一番事件数が多かったのが、やはりこれも東京で

ございますが、470 万件でございました。昨年と比べて相当規模が拡大するということで、

民間の事業者の方の参入のしやすさを考慮いたしまして、東京局については２分割とさせて

いただきたいと思っております。 

 ちなみに、東京局以外の局につきましては、いずれも昨年の東京局の 400 数十万件以下と

なっておりますので、そのような入札単位にしたいということでございます。 

 続きまして、６の「（１）評価の方法」の「ア 必須項目審査」の中の「（ア）基本事項

（登記に関する知識等）について」でございますが、ここにつきましては、赤で「法務局又

は地方法務局ごとに」と書いておりますが、昨年は各登記所ごとに何名を設置するという書

きぶりをしておりました。この点につきまして、今年度は法務局ごとに一定の人数をという

ことで考えておりますが、詳細につきましては、別途御用意いたしております参考資料の中

で数字等入れておりますので、後ほどその参考資料に基づいて御説明をさせていただきたい

と思っております。 

 次のページでございますが「イ 加点項目審査」のところです。変更点につきまして、加

点を 150 点、昨年の半分にしておるわけでございます。この点につきましては、先ほど申し
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上げたアンケートの調査の中では、この加点を増やしてほしいという意見、あるいは逆に基

礎点の方を増やしてほしいという意見、両者ございましたので、仮にこのように置いており

ます。ただ、この点につきましては、過日、委員からも一定のシミュレーションをやってみ

るようにという御指示をいただいております。これも参考資料に昨年の入札実施計画に基づ

いたシミュレーションを用意しておりますので、後ほど、その中で御説明をさせていただき

たいと思っております。 

 次ですが、しばらくございませんが、９ページのク、ケ、コの辺りでございます。まず「ク

 再委託」のところにつきましては、表現ぶりを変えたというふうに理解しておりますが、

再委託について、当初から再委託をお望みの事業者の方につきましては、提案書に書いてく

ださいという趣旨、あるいは事後に契約変更等によって再委託に移行する方については、再

委託先を明らかにして国の承認を得るということで、記載の明確化を図ったというふうに考

えております。 

 それから「ケ 委託契約の内容の変更」でございます。これにつきましても、表現ぶりを

わかりやすくしたというふうに考えております。実質的な変更はないと考えております。 

 それから「コ 委託契約の解除等」のところでございますが、この点につきましては、次

のページの「サ 委託費の返還」ということで昨年度書いておりましたが、委員会の事務局

から、委託費の返還ではなくて、違約金、そちらの方の書きぶりにしてはいかがかというお

話をちょうだいしました。最近の市場化テストの実施要項の例ではそのようにしているとい

う御指摘をちょうだいしましたので、それに従った修正を施したということでございます。

そのようなところがいずれも形式的な変更でございます。 

 次の 11 の損害賠償に係る定めでございますが、（１）のところで相当の量を書いてござ

いますが、これにつきましては、本年の１月に改定をされました官民競争入札実施要項又は

民間競争入札実施要項に関する指針の中で表現ぶりが修正になっておりますので、必要な修

正を施したということでございます。 

 それから「12 委託業務に係る評価に関する事項」のうち「（１）委託業務の実施状況に

関する調査の時期」といたしまして、昨年、21 年と書いておりますところを 24 年にしてお

ります。これは考え方としましては昨年と同じ考え方で、契約の最終年度の前年の 12 月に

おいて調査をするという考えでございます。昨年と考え方は一緒ということでございます。 

 それから「（３）評価方法」でございますが、「ほか」以下を削除しております。削除し

た理由につきましては、今回の契約をした場合には、委託業務に係る評価は 24 年の 12 月、

先ほど申し上げました時期に行うことになりますが、当方の今後の予定としましては、23

年の４月からはすべて包括的民間委託に移行するという計画で進めたいと思っております

ので、実際の包括的民間委託における登記所と、それ以外の登記所、国直営といいますか、

そちらでの比較をすることの意味が、必ずしもしなくてもいいのではないかというふうに考

えておるところから、削除しておるところでございます。 

 それから、最後でございますが、13 の「（２）国の監督体制」の表現ぶりでございますが

「必要に応じて」と書いております。この点につきましては、今回の実際の実施状況を踏ま

えますと、打合せが非常に大事だというふうに実感しておりますので、定期的よりも更に密

度濃く打合せを行うという趣旨で「必要に応じて随時」という表現ぶりにしておるところで

ございます。 
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 それから、情報の開示の関係でございますが、34 ページをごらんいただけますでしょうか。

ここの中で、新たな情報の開示ということで、昨年度の御審議の中で御指摘いただいており

ました点を踏まえまして、具体的には、上の方のカラー刷りの帯の中の 19 年のところをご

らんいただきますと「うちオンライン」というのをそれぞれ、登記事項証明書、印鑑証明書、

地図等の写し、その他というところに加えることといたしております。オンラインによる請

求がどれくらいあるかということを加えた点。それから、郵送請求についても加えた点。そ

れから、印刷／複写／閲覧／付記の割合も加えたという点。 

 以上が主な変更点でございます。時間超過しまして失礼しました。 

○樫谷主査  ありがとうございました。 

 それでは、何か御意見、御質問ございましたら、ご発言願います。いかがでしょうか。稲

生委員、何かございますか。 

○稲生専門委員  実務経験者の配置のところで、基本的には、最低必要人数のところで最低

１名の実務経験者は必置であるというような形になっているということでございまして、例

えば、ある程度経験を踏まえている者でありながら、かつ資格を持っていないような者が、

ここで言う最低必要人数の中にカウントされる可能性とか、より柔軟なとらえ方をする余地

があるのかどうかということについてはいかがでしょうか。やはり資格を中心に考えるのが

原則になっておられるのかどうか、考え方をお聞きしたいと思います。 

○團藤課長  まず、実務経験者の配置でございますが、後ほど参考資料でということもござ

いましたので、よろしければ、そちらの資料も御説明をいたしたいと思います。 

 まず、資格の関係でございますけれども、現在、例示として挙がっております３つのもの

につきましては、制度的に一定以上の知識、経験が担保されているということで、例示とし

て挙げております。それと同等の知識、能力を有すると認められる者というのもございます

ので、そこは個別に判断をするということになろうと思います。現実に個人的な御経験や勉

学によって一定の知識を持っておられる方がいたとしても、そういった方を「私は持ってい

ます」の一言で「そうですか」というわけにもなかなかまいらないというところもございま

すので、そこは個別対応で考えたいと思っております。 

 もしあれでしたら、実務経験者の配置の参考資料を若干御説明させていただきたいと思い

ます。表紙を含めて３枚目から後になりますが、昨年度、実務経験者等の配置について御審

議をいただく際にお示しした考え方というのは、事件数おおむね 50 万件につき２人という

ことで、人数をまず出してみた。 

 その 50 万件につき２人と申しますのは、昨年度、外部委託の試行を行っておりました中

で事件数規模が一番少なかった高松法務局におきましても、２人の実務経験者を配置するこ

とによって問題なく事務が行われているということがあったということが１つ根拠にあっ

たわけでございます。したがいまして、50 万件程度であれば２人でできるであろうというこ

とで、それで事件数を割ってまいりますと、東京は 470 万件でございますので、単純計算し

ますと相当数の人数になるということでありました。 

 その上で、昨年度は、多様な民間事業者の参入を容易にするという政策的な観点から、原

則として２人で何とかできないだろうかということで、原則２人とした上で、東京と大阪に

つきましては、商業法人のフロアと不動産のフロアが分かれる、かつまた事件数も多いとい

うこともあり、東京は２×２の４。ただ、大阪につきましては、東京と比べまして約 140 万
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件弱、事件数の開差があるということで、気持ちではありますが、より参入しやすいように

ということで、大阪につきましては１名減じて３名という数字で御承認をいただいたところ

でございます。 

 今回、この参考資料で、検討のためのたたき台として数字を幾つか掲げてございます。ま

ず、検討基準①としておりますのが、昨年と同じような、一旦は計算を出してみようという

ことで、単純事件数でもって、50 万件につき２人という基準で出してみた数字がこれでござ

いまして、トータルいたしますと、135 登記所で 226 人という、これまたすさまじい数にな

ってございます。 

 もう一つ考えられますのが、各登記所につき最低１人としたらどうなるだろうかというの

が②でございまして、これですと 135 という数字になります。 

 ③としてお示しいたしましたものは、昨年度と同様、50 万件につき２人だけれども、でき

るだけ２人で相当数の件数まではカバーするんだということを前提として、ただ、昨年度、

東京本局が 470 万件を４人でやっている、大阪本局も 330 万件を３人でやっているという辺

りを勘案いたしますと、例えば、東京の①港出張所、世田谷出張所は合計件数が 327 万件余

りということですので、ほぼ大阪見合いということで、物理的に２か所に分かれますが、大

阪も２フロアに分かれていて３人という設定をいたしましたので、３でどうだろうかという

ことです。 

 東京の②は、６出張所を合わせまして 422 万件の件数がございます。これは大阪本局より

多く、東京本局より少ないんですが、ほぼ見合いということで、場所数も多いものですから、

４ぐらいの数字になるのかなと思います。 

 そのようにして、基本的に件数見合いでもって数字を置いていったものが➂でございます。

ただ「（２＋３）」とか「（２＋２）」というのがございます。これを御説明申し上げます

と、さいたまと千葉でございまして、いずれも大都市部の大規模登記所でございます。今回、

本局と支局、出張所が一括して入札単位として位置づけられるものでありますが、例えば、

さいたまと千葉を昨年度もし本局のみで実施していたとすれば、本局だけで最低２名は必要

であろうということで、２＋３の２の部分は本局分を勘案した２でございます。総事件数か

ら本局分の事件数を差し引いた残りの件数を見たときに、さいたまの場合には 420 万件から

93 万件を差し引きますと 300 万件強となりますので、件数的に大阪本局と見合いの件数ぐら

いになるということで、＋３にしてございます。 

 また、千葉は、総件数 313 万から 73 万を差し引きますと 200 万件台でございますので、

これは歯を食い縛って２人で何とかできないだろうかということで、２＋２という形で置い

たものでございます。 

 こうやって見ていきますと、入札単位の番号 26 の宮崎地方法務局は、登記所は日南支局、

小林出張所と２か所あるわけでございますが、50 万件で２人という基準に当てはめますと、

１人で賄えるはずだという件数になりますので、ここは１人置くことになるのかなと思いま

す。 

 若干どうするかなと思いましたのが、入札単位 33 番の旭川でございます。旭川は本局１

つです。現在、旭川東出張所というのがあるわけですが、これは統廃合によりまして本局に

統合される予定になってございます。したがいまして、これは統合後の数字としてここに掲

げてございます。本局で 60 万件弱の事件数。本来ならば２人欲しいところです。去年、も
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し旭川が入っていれば２人ということだったのかなという思いで２を立ててございますが、

ここのところはまたいろいろ御指導も仰ぎたいなと思っているところであります。 

 このようにして検討基準③のような数字をはめてみました。これによりますと、135 の登

記所で 84 という数字になりますので、すべての登記所に１人ずつ置くことはできないとい

うことになります。その場合に、実務経験者の配置のない登記所について、どういう手だて

を講ずるのかということも、もし、こういう基準に沿った人数を検討していくんであれば、

考えなければいけないのかなと思っております。イメージ的に申し上げますと、多分、複数

ある登記所のうち事件数が多い、ハブになりそうな登記所に実務経験者を優先的に配置をさ

れるんであろうと思われます。 

 そういたしますと、実務経験者の配置のない登記所では、要は、これは実務経験者の判断

を仰いだ方がいいなということがスクリーニングできる程度の知識を持った業務管理者を

配置していただくことが最低限必要になってくるんではないかなと思っております。実務経

験者ですと、難しい案件が来たときに、これはこうすべきだという結論を出せる知識、経験

が求められるわけですが、今、申し上げましたような、一定の水準の知識を持った業務管理

者の場合には、結論は出せなくてもいいけれども、これはハブ登記所にいる実務経験者に問

い合わせをして、その指示、指導を仰がなければだめな案件だと、ほかのそうでない案件と

区別ができる程度の能力ということになるのかなと思います。若干開差があるんだろうなと

思っております。 

 では、それをどういうふうに見極めるかということもあるわけでございますが、本年も特

にこれまで御経験のない民間事業者さんが落札された京都地方法務局などでは、１月から３

月いっぱいにかけて、座学を含めた各種研修に法務局の方も最大限協力をさせていただいて

おりまして、そういった中で、知識レベルをチェックするための簡単なテストなどを研修の

一環として行ったりもしておるところでございます。そういう事前の研修などを通じて、実

務経験者の配置のないところに置かれるべき業務管理者の適性があるかどうかということ

は、ある程度見極めることは可能なのかなというような気もいたしております。 

 この検討基準③のとおりの数字で行くかどうかということは今後まだ検討はしていく必

要はあると思いますが、いずれにしても私どもといたしまして、全登記所に１人必ず実務経

験者が配置されなければならないという考え方は本年度は採用はしないという方向で臨み

たい。今、申し上げましたように、配置のない登記所につきましては、職員管理はできても、

全くもって登記のことはわかりませんという管理者では困るわけですが、登記についての一

定水準の知識を局の方で確認ができた方を配置していただくことによって、トータルとして

適正な水準の乙号サービスの維持ができるんではないかなと期待をしたいと思っておると

ころでございます。 

○樫谷主査  ありがとうございます。 

○稲生専門委員  大変民間が参入しやすいような配慮がなされてきていると感じています。

１点だけ確認ですけれども、実務経験者がいなくて、業務管理者がいて、業務管理者が相応

の登記事務に関する能力を持っている場合に、それでも対応が難しいというときに、困って

いる業務管理者ないしは担当の方は、受託された実務経験者に電話であるとかで聞いていた

だくという形式を取るのみなのか、場合によっては法務局の職員の方がお助けになるとか、

そういう体制は今回は難しいと考えておられるんでしょうか。あくまでも受託者側で対応す
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る、勿論、原則はそうなんですが、必ずそうでなければいけないのかということについての

質問です。 

○團藤課長  まず、委託契約は請負契約でございますので、それができる能力があるという

ことが前提となって請負をしていただくことになります。また、私どもの職員が手取り足取

りやっているということになりますと、これは偽装請負ではないかという疑念を抱かれ、そ

しりを受ける恐れもございます。 

 したがいまして、私どもが今、イメージしておりますのは、厄介な、難しい案件というの

は、多分、事件数に比例して来やすいだろうと思いますので、事件数の多い登記所に優先的

に実務経験者が配置されるだろう。したがって、実務経験者の配置のない登記所の業務管理

者の方は、問題だなと思った案件が来た場合には、電話、ＦＡＸ、その他の手段を使って、

他の登記所にいる実務経験者の方に照会をしていただき、その指導を仰いで処理に当たって

いただくということがあくまでも基本形、あるべき姿だろうなと思っております。 

 ただ、にっちもさっちもいかなくなったときに、登記所職員はずっと知らん顔をしている

のかと言われると、乙号事務の行政サービスは、委託はしておりますが、最終的に国の責任

で行うものでありますので、本当の緊急事態というんでしょうか、窓口が混乱を極め、この

ままでは乙号に係る行政サービス自体の信頼が維持できないというような事態になったと

きには、業者さんの方の責任者と委託元責任者との間の連携を取りながら、その対応を考え

るということは当然だろうと考えております。 

○稲生専門委員  わかりました。ありがとうございました。 

○樫谷主査  どこか１か所だけというなら別ですけれども、例えば、５か所ある場合は、ど

こか本部みたいなところがあって、本部で、どんなことが起こっているのか、専門家に聞く

のか、よくわかりませんが、何も東京だから東京の人に聞かなくても、同じ業者であれば、

横浜の人に聞いてもいいわけですね。 

○團藤課長  はい。それは業者の中のあんばいの仕方だろうと思っております。 

○樫谷主査  要するに、質に影響を与えないような体制を取ってもらいたい。ただ、入札は

それぞれだから、幾つ取れるかというのは結果が出ないとわからないですね。 

○團藤課長  ですから、その本部というのはよくわかりませんが、私どもがあくまでもイメ

ージしておりますのは、必要数とされる実務経験者の方々は、どこかの登記所には常駐とい

うか、張りついていただく。登記所にはおられずに、受託会社の本社ビルの一角にその人た

ちが固まってずっといて、各登記所からの電話を待っているという姿は予定してございませ

ん。 

○樫谷主査  プラスアルファでいるのは構わない。 

○團藤課長  必ずどこかの登記所で、そこの登記所の営みをしっかり目配りをしていただき

ながら、実務経験者の配置のない登記所からの照会等にも対応していただくというイメージ

でございます。 

○樫谷主査  それが原則だということですね。わかりました。 

 それから前回の入札結果を基にした評価点のシミュレーションについて説明いただけま

すか。 

○團藤課長  それでは、参考資料に基づきまして、多田民事監査官の方から御説明申し上げ

ます。 
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○多田民事監査官  それでは、御説明申し上げます。除算方式、あるいは加算方式について

の、昨年度実施結果に基づいたシミュレーションをというお話をちょうだいしておりますの

で、このようなメモをつくった次第でございます。 

 一番上は項目ですが、その次に「昨年度結果」とございます。昨年は、総合評価落札方式

のうちの除算方式でございまして、必須、加点、ともに 300 点、満点が 600 点。加点幅のと

ころでございますが、ＡＢＣＤで、アイウエという４つの加点項目がございました。アイウ

につきましては、最高が 80 点、エにつきましては 60 点でございます。以下、同じようにご

らんいただきますと「逆転庁数」が８庁でございました。最終的には 22 庁の落札者がその

右に書いてある数字です。そのようにごらんいただきたいと思います。 

 シミュレーションでございます。まず、除算方式で幾つかやってみました。御指摘がござ

いましたので、加点を厚くするパターンが①と②でございます。③と④が、今度は逆に必須

を厚くするパターンでございます。⑤は昨年度と点数は同じですが、後ほど説明いたします

が、加点幅について若干の修正をしております。 

 ①から御説明いたしますと、必須得点を仮に半分にしてみたらどうなるかというシミュレ

ーションでございます。右の方を見ていただきますと、逆転庁数はやはり８となりました。 

 ②は、比率は同じく必須対加点で１対２ですが、点数そのものを必須 300 そのまま、加点

の方を倍の 600 にした場合ということでシミュレーションしてみました。結果は、右の方を

ごらんいただいたとおり、逆転庁数はそのままとなります。 

 ③④は、先ほど申し上げました必須の方が比率が高くて、加点の比率を小さくするパター

ンでございます。そのうちの③につきましては、加点幅のところ、昨年度のアイウエのそれ

ぞれの加点幅を比例的に半分近くに落としてみたものでございます。逆転庁数７でございま

した。このシミュレーションであれば、Ｃ社と書いてございますが、１局については新たな

ところになるという結果でございます。 

 それから、④でございますが、必須と加点の比率は③と同じでございますが、そのうち加

点幅の中身を少しいじってみるということでございます。アが業務処理体制、イがサービス

の質の向上に資する改善提案、ウが研修計画、エが自己モニタリングでございます。そのう

ち、現在の実施の結果等踏まえますと、研修の関係、あるいはサービスの質の向上に関する

観点、この辺りはやはり重視すべきではないかという考慮に基づきまして、イとウの比率を

少し高くしております。そのような考慮をして仮に計算をしてみますと、逆転庁数６でござ

いました。新たな局が２局、違うところが落札したであろうという結果でございます。 

 ⑤でございますが、去年の必須と加点得点はそのままにしまして、加点幅の中で、➃と同

じような考慮に基づきまして、イとウの比率を少し高くしてみたものでございます。右の方

を見ていただきますと、逆転が７ということで、実際の結果に比べて１局については違うと

ころが落札したのではないかというような結果でございます。 

 それから、もう一つの方式の加算方式でございます。実際には除算方式でやっております

ので、仮定をしないと計算できないわけでございますが、仮定をいたしましたのは、技術点

の配分と価格点の配分を１対１、おおむねよその省庁を見てみますと、１対１というのが多

いのかなと思いましたので、そのように設定をしました。価格点につきましては、価格点の

配分を 600 点といたしました。式に従いまして、×（１－入札価格÷予定価格）ということ。

それから、総合得点につきましては、技術点の 600 点満点を前提に、それプラス価格点とい
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うような設定をいたしました。 

 なお、技術点につきましては、昨年度の満点であります 600 点を得点ということにいたし

まして、各事業者が実際に取られた得点を参考にしたということでございます。 

 シミュレーションいたしましたところ、逆転の庁数は８でございますので、昨年と同じ結

果になるということでございました。 

 ちなみに、加算方式につきましては、やはり技術を重視する競争ということになじむので

はないかというのが、このような結果になったのではないかと考えております。 

 以上でございます。 

○樫谷主査  この結果を見て、どのような感想をおもちになられますか。④だと２つ逆転す

るということですね。逆転というとおかしいですけれども、落札者が逆転する。 

○團藤課長  私ども、昨年度の実施要項は、御審議をいただいた結果でもあり、正しかった

とは思っておりますが、実際やってみて、今、多田民事監査官の方から申し上げましたが、

研修の重要性というのは、順調なスタートは研修にかかっているというのは非常に強く思っ

たところでございます。そういった意味で、加点幅を実績に基づいて見直しをするというこ

との合理性、つまり、結果、経験を加味して考えると、合理的な見直しの方向ではないかな

という印象は持っておるところでございます。 

 あとは、加点得点の幅をどうするのかという点は、先ほど多田民事監査官の方からも御紹

介申し上げましたように、アンケート結果でも、加点幅をもっと増やした方がいいという御

意見もあれば、加点幅を減らした方がいいという御意見もあり、一概には言えないわけです

が、昨年度の結果は、加点項目の１つの評価のワンランクの違いが大きな違いとなって反映

しているのではないかという指摘を踏まえた見直しを行うとすれば、加点得点の幅自体を、

つまり、300 というもののウェイト自体を 150 に減らすことによって、１つの項目の違いが

結果に与えるインパクトを下げるということはできるのかなと思います。先ほど、昨年度の

変更点の部分で、300 点、150 点という一応のたたき台的な考え方を示させていただきまし

たのは、そういう考慮に基づくものであります。 

○樫谷主査  必須得点は満点でなければいけないわけですけれども、それだけだと入札価格

だけになるということですね。この必須得点というのは、入札の参加者として、これは最低

やらなければいけないという話なんですが、必須得点だけというのは、参入者としては、ち

ょっと不安があるレベルなんですか。つまり、これは最低限ですね。勿論、加点も考慮しな

ければいけないんですけれども、比重の問題として、必須得点というのは一体どのレベルで

基本的なところをねらっていらっしゃるのか、その辺がなかなか難しいところだと思います。 

○團藤課長  必須得点が得られない事業者さんは、この業務を適切に遂行していただく能力

に大きな疑問符がつくということだと思います。したがって、必須得点を取っていただくと

いうことは必要条件なんだろうと思います。総合評価落札方式ですので、必須得点さえ満た

していれば、加点がゼロであったとしても、一定の計算式に基づいて出された数値の多寡で

もって勝負が決まるということであろうかと思います。 

○樫谷主査  必須得点ではそういう性格を持っているけれども、事業者の能力も考慮しない

と、それだけでは問題だと思います。 

○團藤課長  公共サービス改革法の理念、民間の創意工夫を生かした競争による効率化とい

うことからすれば、まさに加点の部分を競っていただくというのが１つの理念に合うのかな
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というふうには私どもは理解しておるところであります。 

○樫谷主査  わかりました。いかがですか。 

○渡邉副主査  時間があまりございませんが、１点だけ質問させてください。先ほどのスク

リーニングできる人を配置するという点は、実施要項の中には具体的に書き込んでおられな

いように見えるんですけれども、そこはどういうふうに担保される御予定ですか。 

○團藤課長  ここのところは、今の案自体、実務経験者等の配置の欄がブランクになってお

ります。今後、その部分が具体的に御指導、御審議をいただきながら決まってまいりました

ときに、では、そういう方向でということになりましたら、その点を盛り込んだ実施要項を

考えたいということで、今の時点ではまだ検討のたたき台でございますので、その点はまだ

明文化した形で実施要項の案の中には盛り込んでいないだけでございます。御指導いただき

ながら、具体的な方向性が固まりましたら、それを実施要項に盛り込む方向で考えたいと思

っております。 

○渡邉副主査  わかりました。 

○樫谷主査  実施要項の２ページの真ん中のなお書きのところなんですが、アンケート調査

の結果、そういう要求が加わったということなんですが、上回る水準を確保できている場合

には軽減または免除と書いてあるんですが、そういうことも確かにあり得るかもわからない

ですけれども、客観的にある程度、この場合はこうだよということを言えるんでしょうか。 

○團藤課長  ここに具体的に明確化するということです。 

○樫谷主査  後でトラブルになってはいけないという意味だけなんですか。 

○團藤課長  今のところ、要求水準の部分はアンケート調査によることになりますので、こ

れはまだイメージでございますが、これを盛り込むことについて御承認をいただき、その方

向で細部を詰めるということになれば、また御審査いただきたいと思っております。例えば、

アンケート項目の中でも、普通というのを除いた、まさに上位のものがある一定のパーセン

テージを占めていて、かつ減額要素とならない過誤がありますから、そういった過誤がない

ことが、ぱっとイメージでは出てくるところでございます。そういったときに、それだけ頑

張っておられるということで、減額幅を軽減、あるいは免除する。 

○樫谷主査  大したことがない、それほど影響ないものが１件出てきたという場合ですね。 

○團藤課長  そうですね。要は、減額は印鑑証明書、あるいは印鑑カードの誤交付の場合に

限定してございますので、１回そういうことが起きますと、具体的に上限５％の範囲内で幾

らという減額額が決定されます。今の運用でございますと、翌月にもう減額措置を講じてし

まうわけですが、もしこういう手だてを講ずることになりますと、少し期間を置いて、実際

の減額額は決まったとしても、減額の措置を講ずるタイミングを、アンケート結果がわかる

後ぐらいのところに、何か月か分をまとめて措置をするというような形にいたしますれば、

１回減額措置に係る過誤を起こしてしまった事業者さんは、これからもっと頑張って、お客

様の満足度を高め、より迅速かつ正確な事務処理に心がけようという気持ちになってやって

いただけるよすがになるんではないかなと思っておるところでございます。 

○樫谷主査  これだけ見ただけでは、結果的に甘くなってしまうと思われる可能性があるの

で、その辺は客観的に、今おっしゃったようなことが確認できれば、それも１つの方法だと

は思います。 

○團藤課長  この方向性を御承認いただけるんであれば、更に細かい要件、基準を含めて明
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確化していきたいと思っております。我々がイメージしておりますのはそんなところでござ

います。再チャレンジみたいなものでしょうか。 

○樫谷主査  それから、10 ページの、国と同時期のものは、たしか 23 年度から全部民間で

やるということなんですが、２年はあるので、民間も競争意識を持ってもらいたいし、パブ

リックの方も、そういう意識が醸成できればいいかなとは思うんですが、その辺、どうなん

でしょうか。ただ、少なくとも５年間はないわけですね。これは削除をしないといけないも

のなんでしょうか。 

○團藤課長  我々といたしましては、調査の時期が 24 年の 12 月ということになりますので、

その時点ではもう国がやっております登記所も存在しておりません。また、国のやっており

ます登記所も、今後、年度を追うごとに、はっきり申しまして、規模が大きいところが少な

くなってまいります。比較するのに適当な国が営んでおります登記所がどのぐらいあるのか

ということになりますと、比較対象という意味で、今の時点ですとまだ多数ございますが、

余り意味を持たなくなってくるんではないかなということを考えてのものでございます。 

○樫谷主査  確かにそうかもわかりませんが、比較するかどうかは別として、それはまた次

のベンチマークにはなるでしょうから、アンケートを実施するということは、できれば継続

していただきたいなと思っております。 

○團藤課長  はい。ちょっとよろしゅうございましょうか。対象庁数の確定に時間を要して

しまいまして、本当に申し訳ございませんでした。背景だけちょっと御説明させていただき

ますと、現在、私ども、閣議決定に基づきまして、登記所の適正配置、統廃合を進めており

ます。その統廃合時期との兼ね合いで、当初予定しておりました登記所のうち１庁を翌年度

回しにさせていただいた。つまり、受入れ庁との関係がございまして、できればカップリン

グで入札にかけました方が事業者さんに無用の混乱を生じなくて済むということもござい

ます。おかげさまで 135 庁確定いたしましたので、御了解いただけましたら、まだ実施要項

確定前ではございますが、この 135 庁で来年度入札を実施しますということをオープンにし

ながら、現地見学会等の企画を進めてまいりたいと思っております。 

○樫谷主査  これだけでよろしいんですね。 

○團藤課長  はい。あと、もう一点でございますが、今回、庁数が多いということもござい

ますので、いろんな御関心をお持ちいただける向きも多いんではないか。あるいは庁数が多

いがゆえに敬遠されるのかもしれません。昨年度のＰＲも大分奏功しておりますし、オペレ

ーター委託につきましても同様のＰＲを行いました結果、相当程度の関心が得られておりま

す。私どもといたしましては、今回の入札には相当数の業者さんに参加いただけるんではな

いかと期待しているところでございますが、そういたしますと、提案書の審査がある程度時

間がかかることになると思います。 

 また、その審査に当たります各局に設けます評価委員会の委員の皆様方の日程を確保する

上でも、早期に御内意をいただく手続に入りたいと思っております。公共サービス改革法の

理念からいたしますと、総合評価落札方式というのは当然予定されているという理解の下で、

私どもの方で各局に対して、その提案書の審査に当たっていただく外部の有識者の方々への

就任の御依頼、内意の確認、あるいは日程の確保というような作業に入るように指示をして

もよろしゅうございましょうか。 

○樫谷主査  よろしいですね。 
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○櫻井参事官  よろしいですか。１つ、多分、委員の先生方の問題意識として伝わっておる

かと思うんですけれども、評価委員会の在り方というのは、今日、時間がなかったので御議

論なかったと思うんですが、要は、構成メンバー、数、どこに置くか、そこのところをどう

されるかというのが今のと絡むかと思うんで、もしあれでしたら、そこを御議論いただいた

方がよろしいかと思います。 

○團藤課長  その点を、今、考えておりますところを御説明申し上げたいと思います。評価

委員会につきましては、一応、入札を実施いたします局に１つ設けるということ、つまり昨

年度と同様のことを考えております。 

 委員構成でございますが、昨年度は３名としているところが多うございました。一部４名

以上の構成のところもございましたが、３名というのが多かったと思います。中を見てみま

すと、乙号事務の大口ユーザーの声を反映するということだろうと思いますが、司法書士会

から御推薦をいただいた司法書士の方、あるいは土地家屋調査士会から御推薦をいただいた

土地家屋調査士の方が入っている例がほとんどでございます。 

 委員の御意向として、もうちょっと経営感覚のわかる評価委員がいた方がいいという御意

向だということも承知いたしておりますので、本年度の実施につきましては、４名の委員構

成を原則として、設置要綱上は５名以内といたしますが、予算との関係もあり、また日程確

保のためには、人数が少なければ少ないほど日程調整がしやすいということもあるものです

から、４名程度とし、承っておりますような経営感覚のある方、今、想定しておりますのは、

それぞれの局の管轄区域内に商工会などの組織があると思いますので、商工会を通じて適任

者の御推薦をいただくなり、あるいは大学教授、公認会計士の先生等々、登記の世界のユー

ザー以外の委員を半数、大口ユーザーとイーブンのような形の委員構成にしたいなと、その

ように各局に指導をしたいと考えてございます。 

○樫谷主査  ４名にするか５名にするかはだれが決めるんですか。 

○團藤課長  それは各局ですが、要は予算の範囲内の問題にもなってまいります。 

 また、管区局に１個置けばいいんではないかというようなアイデアもあるということを事

務局からも伺っておりますが、それぞれの地域の実情に応じた検討をしていただくのがいい

のではないか。ありていに申しますと、非常に洗練された、都会的なやり方が果たして地方

の出張所に合うのかというのは、都会にいる人間ではなかなかイメージが持てないかもしれ

ませんので、やはりその地域の実情がわかっている各局の方で人選を行って御審査をいただ

く方がいいのではないか。 

 また、管区等でまとめますと、相当数の審査をお願いしなければいけないということで、

その場合の評価に当たっていただく委員の皆様の御負担が非常に重くなってしまう。負担が

重くなれば、快く引き受けていただける方を見つけるのも困難になるのではないかというこ

とも懸念されるところでありますので、昨年度と同様、各局において評価委員会を組織する

というやり方で臨みたいと考えております。 

○樫谷主査  どうぞ。 

○渡邉副主査  経営感覚のある方というところでカバーされているとは思ってはいるんで

すけれども、勿論、登記に対する知識とか、そういうものがなければ評価されることは難し

いと思うんですけれども、ビジネスという感覚で、コストとか、新しい視点を持った方とい

う観点がないと、多分、今までと同じやり方を追認するような傾向になる危険があるので、
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恐らく経営感覚というお話が出てきていると思うんです。学識経験者の方というのもそうい

う御発想をお持ちであるとは思います。 

 ただ、今の御説明の中で、地方に合ったというところもすごく重要なのはわかるんですけ

れども、他方、地方に合った、今までと同じやり方というふうにイコールでなってしまわな

いような御配慮がないと、新しい切り口でやりましょうと言っている意味がなくなる懸念も

ないではないかなという気がしますので、その辺りは恐らく、具体的にだれかという話より

は、御指示を出される上で、そういう点も配慮されて、逆に、暴れん坊というと変な言い方

ですけれども、斬新な意見を出す方を入れないと、ここで経営感覚と言っている意味がなく

なるということを、どこか念頭に置いていただければありがたいと思います。 

○團藤課長  御指摘ありがとうございます。私どもも、一本釣りというのができればいいん

ですけれども、公平に行っていないんではないかという疑念を招かないようにするためには、

適任者の人選は、例えば、商工会なら商工会の方にお任せをしたい。その際に、今、委員の

方から御指摘のあったような、まさにビジネス感覚でしっかり御意見を言っていただける方

を御推挙くださいということはお願いできると思いますが、最終的には、どういう方を御推

挙いただくかは、そういった団体機関の方にゆだねる形で人選を進めてまいりたいというふ

うに考えてございます。 

 職務柄、独立してやっておられる方と個人的つながりがあってお願いできる場合もあろう

かと思いますが、基本的には、そういう組織にお願いするときに、今の委員のような問題意

識も伝えるようには指示いたしますが、最終的に我々の方でそういう人を選んで一本釣りで

というのは、我々がよかれと思ってやった一本釣りが、自分に都合のいい者を一本釣りして

いるんではないかという疑念を持たれることも我々は非常につらいものでございますので、

推薦をいただく機関にお伝えをするという形で対応させていただきたいと思っております。 

○樫谷主査  人選というのは非常に大事だと思いますので、偏らないように、ひとつよろし

くお願いします。予算の都合もあるかもわからないけれども、できれば５人にしてもらって、

今おっしゃった経営感覚のある人をむしろ過半数にしていただいた方がいいのかなという

気もしないでもないので、それも含めて御検討いただければと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

○團藤課長  予算と執行の乖離が大きくならない程度で頑張りたいとは思いますが、何とい

っても予算の範囲内で動いているものでございますので、そこは御容赦いただきます。 

○樫谷主査  よろしいですか。それでは、本日の審議はこれで終了します。次回の開催につ

いては、追って事務局からご連絡致します。本日はありがとうございました。 

 

（法務局関係者・傍聴者退室） 
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